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2020 年 10 月 2 日 

 
JFS-C 認証プログラム文書 Version 2.5 から Version 3.0 への改定の概要 

 
一般財団法人食品安全マネジメント協会 

I．改定目的 
JFS-C 規格が国際標準に整合する規格として、GFSI の承認を維持していく

ために、GFSI のベンチマーク要求事項の改定に合わせて規格文書を改定いたし

ます。 
 

 

II．改定方針 
GFSI が 2020 年 2 月に公表したベンチマーク要求事項バージョン 2020（以下

BR2020）における、新規要求事項と強化された要求事項、さらに、2020 年 6 月

に公表したベンチマーク要求事項バージョン 2020.1（以下 BR2020.1）における

追加要求事項や、削除された要求事項に整合させた JFS-C 認証プログラム文書

Version 3.0 へと改定いたします。 
なお、本改定により認証スキーム文書から認証プログラム文書へと、名称を変

更いたします。 
 

 

III．JFS-C 認証プログラム文書改定の概要 
（１）プログラムへの要求事項 

1) ISO のスコープ構造 
ISO のスコープ構造に整合させ、改訂版認証プログラム文書ではセクターコ

ードを EI、EII、EIII、EIV⇒CI、CII、CIII、CIV と L⇒K とそれぞれ変更

します。 

 
2) CB の年間活動実績評価と CB に対する KPI 管理 

CPO は、CB への苦情数、デスクトップ評価結果、および、事務所審査結果に

関する KPI を定義および監視して、年に 1 回は CB に結果を通知いたします。 

 
3) リスクベースの事務所審査 

CPO は、CB が認証プログラムを要求どおり実行していることを事務所審査

で評価し、以下のリスクを考察いたします。 
・活動する国数（言語数） 
・審査員の人数 
・認証組織数  
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・事務所数 
・審査員別審査数  
・不適合数  
・製品リコール数  
・苦情数 

 
4) GFSI 承認規格の切り替え 

改訂版では GFSI が承認する他の認証プログラムへの切り替えに対応するこ

とといたします。その際には、CPO として承認しなければなりません。 

 
5) 3 年ごとの非通知審査 

改訂版ではサーベイランス審査のうち少なくとも 1 回は非通知審査が必須と

なります。またそのことも報告書などに記載されることとなります。 

 
6) スコープ別最小審査工数 

GFSI の要求事項でセクターC の最小審査工数は 2 となります。JFS-C では

Version 2.5 でも計算で 2 以上になることから、変更はいたしません。 

 
7) 審査員の初回登録要件 

CPO は、CB で審査報告書が作成される仕組みを求め、一定のリードタイム

で審査組織に審査報告書が提供されることを要求いたします。 
Version 2.5 の時から指摘を受けていた審査員の初回登録、評価プログラムの

力量維持の要件が誤認を招いていたことから検討をし、わかりやすく改定い

たします。 

 
8) 審査員選任のルール 

認証機関は審査の公平性を保つために、審査員のローテーションを含む審査

員選任の手順がなければなりません。 

 
（２）BR2020.1 における追加要件と削除要件 

GFSI が BR2020.1 で追加した ICT（情報通信技術）に基づくリモート審査の

要求事項、および、削除された GFSI 審査員試験要求事項を反映させます。 
なお、ICT に基づくリモート審査のルールや手順の詳細については、別途「リ

モート審査規程」を策定して通知いたします。 

 
（３）ベンチマーク要求事項の補完 

GFSI のベンチマーク要求事項をより正確に補完するため、修正や追記をいた

します。 
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（４）ステークホルダーからのコメントの反映 

パブリックコンサルテーションやステークホルダー委員会で提起いただいた

コメントを検討し、必要な修正や追記を行います。 
1) 認証機関の変更・引継ぎ（5.2.7） 

BR2020 の要求事項に対応し、GFSI 承認認証プログラム切り替えにおける要

求項目を追加いたします。 

 
2) 審査員の初回登録要員（6.2.3） 

審査員の初回登録要件における立会審査に関し、審査員の技能評価を行える

者が立ち会うことを要求事項とします。 

 
（５）Version 2.5 からのバージョンアップ 

以前から問合せの多かった、審査員の初回登録や力量維持の要求事項の内容

を見直します。 
1) 要員・審査員に関する要求事項 

別章（6 章）を設け、認証機関の要員および審査員についてそれぞれの要求事

項を記載し、審査員については力量の前提要件や初回登録要件を整理して記

載します。 
審査員の登録維持要件については、審査実績と評価プログラム（6.2.4）にま

とめ、審査実績要件を満たさず一時停止となった審査員の一時停止解除の要

件についても整理して記載します。 

 
2) 審査の実施（5.2.2） 

認証審査のサイクルや目的に応じて発生する、審査の定義や用語を整理して

記載します。 

 
 

以上 


